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安全・安心子育て教育 福祉 税保険 くらし

市
税
は
納
期
内
の
納
付
を

　
固
定
資
産
税・都
市
計
画
税
と
個
人
市・府

民
税（
普
通
徴
収
分
）の
第
１
期
分
、
軽
自
動

車
税
を
納
め
て
い
な
い
人
は
、
至
急
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い

場
合
、
納
付
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
に
応
じ
て

延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
８
月
31
日（
木
）は
個
人
市・
府
民

税（
普
通
徴
収
分
）第
２
期
分
の
納
期
限
で

す
。
納
期
ま
で
に
近
く
の
金
融
機
関
や
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
口
座
振
替（
自
動
払
込
）を
利

用
し
て
い
る
人
は
、
預
金
残
高
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

　
納
付
で
き
る
資
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
納
付
が
な
い
場
合
、財
産（
不
動
産・預
金・

給
与
な
ど
）に
対
し
、
差
し
押
さ
え
や
公
売

な
ど
を
行
い
ま
す
。

　
病
気
や
失
業
な
ど
の
理
由
で
納
付
が
困
難

な
場
合
は
、
納
期
限
ま
で
に
納
税
課
ま
で
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
２
〜
１
８
５

４大
阪
府
か
ら
の
お
知
ら
せ

個
人
事
業
税

　
第
１
期
分
の
納
期
限
は
、
８
月
31
日（
木
）

で
す
。
期
限
内
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
８
月
に
第
１・
２
期
分
の
納
付
書
を
ま
と

め
て
送
付
し
ま
す
の
で
、
納
付
時
に
間
違
い

の
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

注 

口
座
振
替
を
利
用
の
人
は
除
き
ま
す
。

　

 

年
間
の
税
額
が
１
万
円
以
下
の
場
合
、
第

２
期
分
の
納
付
書
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
個
人
事
業
税
の
納
付
用
紙
の
う
ち
、
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
収
納
用
の
バ
ー
コ
ー
ド

が
印
刷
さ
れ
た
も
の（
30
万
円
以
下
の
も
の
）

は
、
次
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

サ
ー
ク
ル
Ｋ
、
サ
ン
ク
ス
、
セ
ブ
ン
ー
イ
レ

ブ
ン
、
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
、
ニ
ュ
ー
ヤ
マ

ザ
キ
デ
イ
リ
ー
ス
ト
ア
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー

ト
、
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
、
ヤ
マ
ザ
キ
ス
ペ
シ
ャ

ル
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ョ
ッ
プ
、
ヤ
マ
ザ
キ
デ
イ

リ
ー
ス
ト
ア
、
ロ
ー
ソ
ン
、
M
M
K
設
置
店

（
五
十
音
順
）

　
納
付
に
は
、
便
利
で
安
心・安
全
な「
口
座

振
替
」を
ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問
府
北
河
内
府
税
事
務
所

℡ 

０
７
２
・
８
４
４
・
１
３
３
１

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利
用
促
進

　
現
在
使
用
中
の
薬
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク（
後

発
）医
薬
品
に
変
更
し
た
場
合
、
一
定
の
効

果
が
見
込
ま
れ
る
人
を
対
象
に
、
ど
の
く
ら

い
薬
代
を
安
価
に
で
き
る
か
を
試
算
し
た

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
利
用
促
進
の
お
知
ら

せ
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
新
薬
の
特
許

が
切
れ
た
後
に
同
じ
有
効
成
分
で
つ
く
ら
れ

る
薬
で
、
新
薬
と
同
じ
効
能・
効
果
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
新
薬
よ
り
安
価
で
購
入
す
る

こ
と
が
で
き
、
医
療
保
険
財
政
の
負
担
軽
減

に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
変
更
を
希
望

す
る
場
合
は
、
同
封
の「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
希
望
シ
ー
ル
」を
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
に
貼
付
し
、
病
院
や
薬
局
な
ど
に
提

示
し
て
く
だ
さ
い
。

注 

使
用
中
の
薬
や
症
状
に
よ
っ
て
は
、
新
薬

し
か
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
医
師
ま

た
は
薬
剤
師
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
課
給
付
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

　市民の皆さんに対し、保険課職員を名乗る者から「還付金が発生して
いる」とコンビニなどのATMに誘導し、預金を引き出そうとする電話が
頻発しています。
　市では、還付金などの手続きで市民の皆さんに直接電話をかけたり、
ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
　こういった不審な電話があった場合は、絶対に手続きに応じないよう
お願いします。
問保険課給付係  ℡06-6992-1545

　
８
月
か
ら
、
70
歳
以
上
で
、
所
得
区
分
が

現
役
並
み
所
得
お
よ
び
一
般
の
人
の
高
額
療

養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す
。

　
70
歳
以
上
の
非
課
税
世
帯
の
人
や
70
歳
未

満
の
人
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
、

表
１
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
保
険
課
給
付
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

軽
自
動
車
税
の
各
種
手
続
き

　
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在
の

軽
自
動
車（
原
動
機
付
自
転
車
、軽
自
動
車
、

小
型
特
殊
自
動
車
お
よ
び
二
輪
の
小
型
自
動

車
）の
所
有
者
ま
た
は
使
用
者
に
課
税
さ
れ

ま
す
。

　
廃
車
、
他
人
へ
の
譲
渡
、
住
所
地
の
変
更

な
ど
は
、
申
請
が
必
要
で
す（
下
表
）。
速
や

か
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
事
例
）

　
３
月
に
原
動
機
付
自
転
車（
原
付
バ
イ
ク
）

を
廃
品
回
収
業
者
に
処
分
し
て
も
ら
っ
た
。

後
日
、
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
が
届
い

た
が
、
な
ぜ
か
？

（
解
説
）

　
自
身
で
廃
車
手
続
き
を
し
な
い
ま
ま
業
者

な
ど
に
原
付
バ
イ
ク
を
引
き
渡
し
た
場
合
、

そ
の
業
者
な
ど（
引
き
受
け
人
）が
廃
車
手
続

き
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
、
登
録
上
の
所
有

者
ま
た
は
使
用
者
に
軽
自
動
車
税
の
納
税
義

務
が
発
生
し
ま
す
。

注 

３
月
31
日
ま
で
に
廃
車
手
続
き
が
行
わ
れ

て
い
な
い
と
、
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税

が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
 

信
頼
で
き
る
人
以
外
に
バ
イ
ク
の
引
き
渡

し
な
ど
を
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
自

身
で
廃
車
手
続
き
を
し
て
お
く
こ
と
が
確

実
で
す
。

問
課
税
課
税
政
担
当

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
８

収
入
金
額
と
所
得
金
額

　
例
え
ば
事
業
収
入（
自
営
業
の
人
な
ど
）の

場
合
、
そ
の
事
業
の
売
り
上
げ
か
ら
必
要
経

費
を
差
し
引
き
、
残
っ
た
金
額
が
利
益
と
な

り
ま
す
。
こ
の「
売
り
上
げ
」が
収
入
金
額
、

「
利
益
」が
所
得
金
額
に
あ
た
り
ま
す
。

　
収
入
が
給
与
や
公
的
年
金
の
場
合
は
、
必

要
経
費
に
相
応
す
る
金
額
が
決
め
ら
れ
て
い

て
、
そ
の
金
額
を
差
し
引
い
た
後
の
も
の
が

所
得
金
額
に
な
り
ま
す
。

問
課
税
課
市
民
税
担
当

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
６

　
家
屋
の
税
額
の
も
と
と
な
る
評
価
額（
固

定
資
産
価
格
）は
、
購
入
価
格
や
工
事
費
で

は
な
く
、
総
務
大
臣
の
定
め
る「
固
定
資
産

評
価
基
準
」（
以
下「
評
価
基
準
」）に
よ
っ
て

算
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
評
価
基
準
で
は
、
評
価
の
時
点
で
評
価
対

象
と
な
っ
た
家
屋
と
同
一
の
も
の
を
そ
の
場

所
に
新
築
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
、
必
要

と
さ
れ
る
建
築
費
を
求
め
、
家
屋
の
建
築
後

の
経
過
年
数
に
応
じ
た
減
価
を
考
慮
し
、
家

屋
の
価
格
を
求
め
る
再
建
築
費（
価
格
）を
基

準
と
し
て
評
価
す
る「
再
建
築
価
格
方
式
」を

採
用
し
て
い
ま
す
。

　
「
ど
の
よ
う
な
資
材
を
ど
れ
だ
け
使
用
し

て
い
る
か（
再
建
築
費
評
点
数
）」に
加
え
、

「
構
造
お
よ
び
用
途
な
ど
に
応
じ
て
設
定
さ

れ
て
い
る
建
築
後
の
経
過
年
数
の
減
価
率

（
経
年
減
点
補
正
率
）」「
地
域
に
応
じ
た
物
価

水
準
と
工
事
原
価
に
含
ま
れ
て
い
な
い
設
計

管
理
費
、
一
般
管
理
費
な
ど
負
担
額
の
費
用

（
評
点
一
点
当
た
り
の
価
額
）」に
よ
っ
て
評

価
額
は
算
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

還付金詐欺に注意

ご
存
じ
で
す
か

 

固
定
資
産
税・都
市
計
画
税

70
歳
以
上
の
高
額
療
養
費

 

自
己
負
担
限
度
額
の
変
更

車種 原動機付自転車（125cc 以下）
小型特殊自動車

軽自動車
（軽三輪・軽四輪）

軽二輪（126cc ～ 250cc）
二輪の小型自動車（251cc 以上）

手続き・
問い合わせ先

課税課税政係
℡ 06-6992-1458

軽自動車検査協会
大阪主管事務所・高槻支所
高槻市大塚町 4-20-1
℡ 050-3816-1841

近畿運輸局
大阪運輸支局
寝屋川市高宮栄町 12-1
℡ 050-5540-2058

廃車時に
必要なもの

・ナンバープレート
・原動機付自転車申告済証
・印鑑
・本人確認書類
　（運転免許証、健康保険証など）

上記へ問い合わせください

【表1】70歳以上の自己負担限度額（月額）〈平成29年7月まで〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈平成29年8月以降〉
所得区分 外来（個人単位） 入院+外来（世帯単位） 外来（個人単位） 入院+外来（世帯単位）

市民税
課税
世帯

現役並み所得
（市民税課税所得合計額
（※１）が145万円以上）

44,400 円
80,100 円 +
（医療費の総額 -267,000 円）× 1％
【年 4回目以降（※3）は 44,400 円】

57,600 円
80,100 円 +
（医療費の総額 -267,000円）×1％
【年4回目以降（※3）は44,400円】

一般
（現役並み所得以外） 12,000 円 44,400 円 14,000 円

【年間上限 144,000 円】
57,600 円
【年4回目以降（※３）は44,400円】

市民税
非課税
世帯

低所得Ⅱ
（低所得Ⅰ以外の人）

8,000 円

24,600 円

8,000 円

24,600 円

低所得Ⅰ
（年金収入が80万円以
下の人など（※２））

15,000 円 15,000 円

※１ 国保の場合：同一世帯の全ての国保被保険者（擬制世帯主を含む）の課税区分で算定。　後期の場合：同一世帯の全世帯員の課税区分で算定。
※２ 所得額が0円となる被保険者（ただし、公的年金等控除額は80万円として計算）、または市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保険者。
※３ 過去12カ月間に、同世帯で高額療養費の支給が3回以上あったときの4回目以降の自己負担限度額。
注 入院時の食事代や差額ベッド代などの保険診療外の費用は含みません。75歳到達月は、国保と後期の自己負担限度額がそれぞれ通常月の 2分の１（半額）にな
ります。

もりトピ もりトピ


